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第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、契約の締結等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(契約の締結) 

第 2条 市長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、競争により落札

者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成

しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、単価契約を除き契

約書の作成を省略することができる。ただし、第 1号、第 3号及び第 4号に該当する場

合は、特に軽微な契約又は契約締結後直ちに契約を履行し、かつ、危険負担及び引き

渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適

合」という。）である場合において、目的物の補修又は代替え物の引渡しによる履行

の追完の責任等が生ずるおそれのない契約を除き、契約の適正な履行を確保するた

め、契約の相手方(以下「契約者」という。)に請書を提出させなければならない。 

(1) 50万円を超えない指名競争入札に係る契約又は随意契約をするとき。 



(2) 物品売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取る

とき。 

(3) せり売りをするとき。 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、契約担当者が契約書作成の必要がないと認めると

き。 

3 契約者は、当該契約が競争入札によるものであるときは第 18条に規定する落札決定通

知を、随意契約のときは第 33条に規定する契約決定通知を受けたときから 5日以内

に、必要な書類等を契約担当者に提出して、契約を締結しなければならない。この期

間を経過したときは、落札又は契約の決定を取り消すものとする。ただし、当該期間

は、契約担当者が特別の理由があると認めるときは、これを伸縮することができる。 

4 契約書は、2通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ 1通を保管するものとす

る。 

(契約書の記載事項) 

第 3条 契約書には、第 34条に規定する場合を除き、契約の目的、契約金額、履行期限

及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項について記載しなければならな

い。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでな

い。 

(1) 契約履行の場所 

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

(3) 監督及び検査 

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金 

(5) 危険負担 

(6) 契約不適合の履行の追完の責任 

(7) 契約に関する紛争の解決方法 

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

(仮契約書) 

第 4条 酒田市契約及び財産に関する条例(平成 17年条例第 65号)第 2条及び第 3条の規

定に基づき、議会の議決に付すべき契約を締結しようとする場合においては、当該議

決があった後に本契約を締結する旨を明記し、かつ、次に掲げる事項を記載した仮契

約書(様式第 1号)を作成するものとする。 

(1) 契約の目的 

(2) 契約金額 

(3) 履行期限 

2 前項の場合において、契約担当者は仮契約書を 1通作成してこれを契約者に交付し、

契約担当者は、その写しを保管するものとする。 

(印鑑証明書) 



第 5条 契約者は、1件の金額が 50万円を超える契約又は単価契約を締結しようとする

ときは、登記所又は市町村の発行する印鑑証明書若しくは印鑑登録証明書(以下「印鑑

証明書」という。)1通を、契約書に添付して契約担当者に提出しなければならない。

ただし、契約者が官公署である場合及び既に印鑑証明書を提出したことがある場合

は、この限りでない。 

2 契約担当者は、前項の印鑑証明書により、契約者の印鑑簿を作成し、これを保存しな

ければならない。 

3 契約担当者は、契約者から契約書の提出を受けた場合はその内容を審査し、当該契約

書の押印と前項の印鑑簿と照合しなければならない。 

(保証金) 

第 6条 契約担当者は、競争入札に参加しようとし、又は契約を締結しようとする者に、

次の保証金を納めさせなければならない。 

(1) 入札保証金 入札金額の 100分の 5以上(インターネットを利用して市が保有する

公有財産及び物品を売払う入札(以下「インターネット入札」という。)にあって

は、予定価格の 100分の 10以上) 

(2) 契約保証金 契約金額の 100分の 10以上(インターネット入札にあっては、入札

保証金の額) 

2 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又

は一部を納付させないことができる。 

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札

保証保険契約を締結したとき。 

(2) 競争入札に付する場合において、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下

「政令」という。)第 167条の 5及び第 167条の 11に規定する資格を有するもので、

過去 2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した

ものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められると

き。 

3 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又

は一部を納付させないことができる。 

(1) 契約者が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 契約者が、前項第 2号の規定に該当する者であるとき。 

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 



(6) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が 130

万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認め

られるとき。 

4 政令第 167条の 7第 2項及び政令第 167条の 16第 2項の規定に基づき、入札保証金又

は契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債又は地方債のほ

か、次に掲げるものとする。 

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券 

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の

取締りに関する法律(昭和 29年法律第 195号)第 3条に規定する金融機関(銀行を除

く。)をいう。)が振り出し、又は支払保証をした小切手 

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関す

る法律(昭和 27年法律第 184号)第 2条第 4項に規定する保証事業会社(以下本条にお

いて「金融機関等」という。)の保証 

(5) 契約担当者が確実と認める社債 

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、保証裏書した手形 

(7) インターネット入札の場合において、そのシステムを管理する事業者の保証 

5 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証に代わる担保として提供させるときは、

当該保証を証する書面を提出させるとともに、当該書面の提出を受けた後遅滞なく、

当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。 

6 金融機関等の保証に係る担保の価値は、その保証する金額に相当する金額にこれを換

算したものとする。 

7 契約担当者は、契約者に国債、地方債及び第 4項第 1号又は第 5号の債券のうち、記

名式の債券を提供させる場合には、売却承諾書及び白紙委任状を添付させ、同項第 3

号の定期預金債権を提供させる場合は、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る

証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する

確定日付のある書面を提出させなければならない。 

(担保の価値) 

第 7条 前条第 4項の規定により、入札保証金又は契約保証金に代えて提供させることの

できる担保の価値は、次に相当する金額にこれを換算したものとする。 

(1) 国債及び地方債にあっては、その額面金額 

(2) 前条第 4項第 1号及び第 5号の債券にあっては、市場価格の 10分の 8に相当する

金額 

(3) 前条第 4項第 2号の小切手にあっては、その小切手金額 

(4) 前条第 4項第 3号の定期預金債権にあっては、その証書に記載された債権金額 



(5) 前条第 4項第 6号の手形にあっては、その手形金額。ただし、その手形の満期の

日が、当該手形を提供した日の 1月以降であるときは、提供した日の翌日から満期

の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によ

って割り引いた金額 

(6) 前条第 4項第 7号の保証にあっては、その保証する金額 

(保証金の出納及び保管) 

第 8条 入札保証金又は契約保証金の出納及び保管は、政令及び酒田市財務規則(平成 17

年規則第 51号)に定める歳入歳出外現金の出納、保管の例により、これを行わなければ

ならない。 

2 入札保証金は、落札人が定まったときに、前項の規定に基づいてこれを還付する。 

3 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約が確定したときに還付する。た

だし、これを契約保証金の一部に振り替えることができる。 

4 契約保証金は、契約履行後にこれを還付する。ただし、インターネット入札の場合に

おいて、契約保証金を売払い代金に充当するときは、この限りでない。 

(前金払) 

第 9条 政令第 163条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 5

条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証(以下「保証事業会社の保証」とい

う。)に係る契約金額 130万円を超える土木建築に関する工事(当該工事の用に供するこ

とを目的とする機械類の製造を含む。)に要する経費については、当該経費(2年以上に

わたる工事で、一括請負契約をした工事(以下「債務負担行為工事」という。)について

は、契約に基づいて各年度ごとに当該年度において実施すべき工事に要する経費)の 10

分の 4を超えない範囲内において、前金払をすることができる。ただし、債務負担行

為工事のうち、市長が工事の性質上特に必要があると認めるものについては、契約を

した会計年度において、当該工事に要する経費の 10分の 4を超えない範囲内におい

て、前金払をすることができる。 

2 保証事業会社の保証に係る請負代金の額が 130万円を超える工事については、次の各

号に掲げる要件のすべてを満たす場合は、10分の 2を超えない範囲内において、前項

の前金払に追加して前金払をすることができる。 

(1) 工期の 2分の 1を経過していること。 

(2) 工程表により工期の 2分の 1を経過するまでに実施すべきものとされている当該

工事に係る作業が行われていること。 

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の 2分の 1以上の

額に相当するものであること。 

3 保証事業会社の保証に係る契約金額 130万円を超える測量・設計・地質調査等の工事

関連業務委託に要する経費については、当該経費の 10分の 3を超えない範囲内におい

て、前金払をすることができる。 



(部分払) 

第 10条 契約金額 130万円を超える工事の出来形部分又は物件の既納部分に対し、工事

の完成前又は物件の完納前に、その代価の一部を支払うことができる。 

2 前項の規定による支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその出来形部分に

対する代価の 10分の 9を、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超

えてはならない。 

(契約の解除) 

第 11条 契約者が、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただ

し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、このかぎりでない。 

(1) 契約の履行に必要な書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したと

き。 

(2) その責めに帰すべき事由により契約期間内に履行されないとき又は契約期間経過

後相当の期間内に履行される見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 正当な理由なく、業務等に着手すべき期日を過ぎても業務等に着手しないとき。 

(4) 正当な理由なく、契約不適合の履行の追完がなされないとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

2 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで

きる。 

(1) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。 

(2) 契約者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した

とき。 

(3) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行

を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした

目的を達することができないとき。 

(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

(6) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77

号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力

団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6号に規定する暴



力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認め

られる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

(7) 契約者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められると

き。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると

認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイ

からホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき。 

ト 契約者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料

の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）

に、本市が契約者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかった

とき。 

3 前 2項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金を免除しているとき

は、契約金額の 100分の 10以上の違約金を徴収するものとする。 

4 第 1項、第 2項の場合において、契約に別段の定めがある場合のほか、契約保証金は

市に帰属するものとする。 

(履行期限の延長) 

第 12条 契約者は、天災その他不可抗力等の正当な理由又は契約者の責めに帰すべき理

由により、契約の履行期限内にその契約を履行できないときは、その理由を付した書

面をもって、遅滞なく契約担当者に対して履行期限の延長を求めなければならない。 

2 前項の規定により履行期限を延長した場合において、契約者の責めに帰すべき理由に

よるときは、遅延日数 1日につき、契約金額の 1,000分の 1以上の遅滞金又は損害金を

徴収する。 

3 前項の遅延日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。工事請

負又は物件買入れに係る検査の結果、不合格となった場合における補修若しくは取替

え等のために行う第 1回の指定日数についても、また同様とする。 



(検査) 

第 13条 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の 2第 1項の規定による検査は、

市長が特に指定したものを除き、契約担当者又はその命ずる職員(以下「検査員」とい

う。)が行う。 

2 前項の検査は、次に定めるときにこれを行う。 

(1) 契約を履行した旨の届出があったとき。 

(2) 契約による部分払いの請求があったとき。 

(3) 前 2号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するために必要があると認めると

き。 

(検査の立会い) 

第 14条 前条の規定により検査が行われるときは、契約者又はその代理人は、当該検査

に立ち会わなければならない。 

2 検査員は、物品の購入又は修繕に係る物品について検査しようとするときは、当該物

品の管理者又はこれらの事務を補助する職員若しくは当該物品を使用する職員の立会

いを求めることができる。 

(引渡し) 

第 15条 物件買入れの場合における目的物の引渡しは、引渡し場所において検査に合格

したときをもって完了するものとする。 

2 前項の引渡し前に生じた目的物に係る損害は、契約者の負担とする。ただし、契約担

当者又は関係職員の故意若しくは過失によって生じた損害については、この限りでな

い。 

3 建設工事請負契約による工事目的物の引渡しについては、別に契約約款で定める。 

(違約金等の相殺) 

第 16条 契約担当者は、契約者が第 11条第 2項の規定による違約金及び第 12条第 2項

の規定による遅滞金又は損害金を納付しないときは、契約者に支払うべき金額からこ

れを控除することができる。 

(入札の無効) 

第 17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 

(1) 入札参加資格のない者の入札 

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札 

(3) 入札書に記名押印のない入札又は入札書中要領を知得できない入札 

(4) 金額を訂正した入札 

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

(6) 明らかに連合によると認められる入札 

(落札決定通知) 



第 18条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければな

らない。 

第 2章 一般競争入札 

(入札の公告) 

第 19条 政令第 167条の 6の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくと

も 10日前に、次に掲げる事項を告示してこれを行うものとする。ただし、急を要する

ときは、5日前まで当該期限を短縮することができる。 

(1) 競争入札に付する事項 

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

(3) 契約条項等を示す場所 

(4) 競争執行の場所及び日時 

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

(6) 政令第 167条の 6第 2項に規定する事項 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

(一般競争入札参加申込み) 

第 20条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式

第 2号)に契約担当者が指示する書類を添えて、入札期日の 3日前までに契約担当者に

提出し、その承認を得なければならない。 

(入札執行者) 

第 21条 契約担当者は、入札の執行に際し、職員の中からあらかじめ指定した者(以下

「入札執行者」という。)に、その事務を行わせることができる。 

(予定価格書) 

第 22条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する設計

書、仕様書等によって予定し、予定価格書を作成して、これを封書にし、開札場所に

置かなければならない。 

(最低価格の入札者を落札者としない場合の基準) 

第 23条 契約担当者は、必要があるときは、工事又は製造の請負を一般競争入札に付す

る場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当

該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認める場合の基準を作成するものとする。 

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続) 

第 24条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付した場合において、予

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格

が前条の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。 



2 契約担当者は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲

内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を

落札者とするものとする。 

(入札の方法) 

第 25条 入札は、入札執行者が、入札しようとする者に、所定の時間内に必要事項を記

載の上、記名押印した入札書及び入札保証金の領収書を提示させて行うものとする。 

2 入札執行者は、入札が代理人による場合は、入札者の委任状を提出させなければなら

ない。 

第 25条の 2 インターネット入札は、当該入札書に記入すべき事項を記録した電磁的記

録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項

において同じ。)によるものとする。 

2 前項の入札は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が契約担当者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された時に当該入札が行われたものとす

る。 

第 3章 指名競争入札 

(指名競争入札の参加者資格) 

第 26条 政令第 167条の 11第 2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格

は、次に定めるとおりとする。 

(1) 工事の請負で、建設業法第 2条第 1項の規定による建設工事のうち、土木一式工

事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設工事の請負について

は、別に定める要件に該当する者 

(2) 予定価格 1,000万円以上で前号以外の工事の請負については、建設業法第 3条第

1項の規定による許可を受けた者で、2年以上引き続き業としてこれらの業務を営ん

でおり、かつ、常時使用する従業者の数が 5人以上の者又は資本金が 500万円以上の

もの 

(3) 予定価格 1,000万円以上の製造の請負及び予定価格 500万円以上の物件の売買に

ついては、2年以上引き続き業としてこれらの業務を営んでいる者 

(4) 前 3号以外の工事又は製造の請負及び物件の売買については、建設業法第 3条第

1項の規定により許可を受けた者又は 1年以上引き続き業としてこれらの業務を営ん

でいる者若しくは常時使用する従業者が 3人以上で、かつ、資本金が 50万円以上の

者 

(5) 測量・建設コンサルタント等については、別に定める要件に該当する者 

(指名競争入札の参加申込み) 



第 27条 指名競争入札に参加しようとする者は、特別の事情がない限り、あらかじめ登

録基準年度(平成 17年度を第 1年度とする隔年度をいう。以下同じ。)以降における契

約に係る競争入札(見積)参加資格審査申請書(物品・役務・賃貸借)(様式第 3号)、測

量・建設コンサルタント等は競争入札(見積)参加資格審査申請書(測量・建設コンサル

タント等)(様式第 4号)、建設工事は競争入札(見積)参加資格審査申請書(建設工事)(様

式第 5号)に、身分証明書その他契約担当者が必要と認める書類を添えて、当該登録基

準年度の前年度の別に定める日までに、契約担当者に提出しなければならない。ただ

し、契約担当者が、指名競争入札に参加しようとする者について、資格、信用状況、

能力の程度、過去の契約履行の実績等を把握することができるため、当該書類を提出

させる必要がないと認めたときは、その提出を省略させることができる。 

2 建設工事に係る指名競争入札に参加しようとする者は、前項に定める申請書に代えて

国土交通省様式など他の様式によることができる。申請書には、次に定める書類その

他契約担当者が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。 

(1) 総合評定値通知書(写し) 

(2) 印鑑証明書 

(3) 工事経歴書 

(4) 営業所一覧表 

(5) 技術者名簿 

(6) 納税証明書 

3 契約担当者は、前 2項の規定により当該入札に参加しようとする者の信用状況及び必

要な資格の有無等を調査して、当該資格を有すると認めた場合は、指名競争入札参加

者登録簿(様式第 6号)に登載しなければならない。 

(指名競争入札参加者の指名等) 

第 28条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第 3項の規定により

登録された者の中から、3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、契約の

内容により当該指名競争入札に参加できる者が 3人に達しない場合は、2人の入札者を

指名することができる。 

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第 19条（第 2号を除く）に掲げる事項を

その指名した者に通知しなければならない。 

3 建設工事の入札に係る指名の場合は、建設業法施行令（昭和 31年政令第 273号）第 6

条に規定する見積期間を通知から入札までの間に設けるものとする。 

(準用規定) 

第 29条 第 21条から第 25条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。 

第 4章 随意契約 

(随意契約) 



第 30条 政令第 167条の 2第 1項第 1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げ

る契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。 

(1) 工事又は製造の請負 130万円 

(2) 財産の買入れ 80万円 

(3) 物件の借入れ 40万円 

(4) 財産の売払い 30万円 

(5) 物件の貸付け 30万円 

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 

2 政令第 167条の 2第１項第 3号及び第 4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げ

るとおりとする。 

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。 

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を

公表すること。 

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とし

た理由その他契約の締結状況について公表すること。 

(4) 前 3号の公表は、閲覧、インターネットの利用その他の方法により行うものとす

る。 

3 前項の手続は、第 1項で定める額を超えた契約を対象とする。 

(見積書の徴取) 

第 31条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、資力、信用等の確実と認めら

れる者 2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、これにより難いとき

は、この限りでない。 

(予定価格の決定) 

第 32条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、別に定める場合を除き、あら

かじめ設計書、仕様書その他参考資料によって、予定価格を定めておかなければなら

ない。 

(契約決定通知) 

第 33条 契約担当者は、随意契約を行うことを決定したときは、その旨を相手方に通知

しなければならない。 

第 5章 建設工事等の特例 

(請負契約書等) 

第 34条 建設工事に係る契約を締結しようとする場合の契約書等は、次のとおりとす

る。 

(1) 契約金額が 130万円を超えるもの  建設工事請負契約書（様式第 7号） 

(2) 契約金額が 130万円以下のもの  建設工事請負簡易契約書（様式第 7号の 2） 



(3) 前 2号の規定にかかわらず、第 2条第 2項ただし書の規定により請書を提出させ

るもの  工事請負請書（様式第 8号） 

2 測量・建設コンサルタント等に係る契約を締結しようとする場合の契約書等は、次の

とおりとする。 

(1) 契約金額が 50万円を超えるもの  測量・建設コンサルタント等業務委託契約書

（様式第 8号の 2） 

(2) 第 2条第 2項ただし書の規定により請書を提出させるもの 測量・建設コンサルタ

ント等業務委託請書（様式第 8号の 3。以下「業務委託請書」という。） 

(契約約款) 

第 35条 建設工事の請負契約については、別に定めがあるものを除くほか、別記建設工

事請負契約約款(様式第 9号。以下「工事約款」という。)に基づいて契約しなければな

らない。ただし、前条第 1項の規定により建設工事請負簡易契約書又は工事請負請書

によって請負契約を行うものについては、工事約款の規定の一部を省略することがで

きる。 

2 測量・建設コンサルタント等の業務委託契約については、別に定めがあるものを除く

ほか、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める約款に基づいて契約し

なければならない。ただし、前条第 2項の規定により業務委託請書によって業務委託

契約を行うものについては、約款の規定の一部を省略することができる。 

(1) 測量又は地盤調査業務 別記測量等業務委託契約約款（様式第 10号） 

(2) 土木設計業務 別記土木設計等業務委託契約約款（様式第 11号） 

(3) 建築設計（建築設備設計、建築構造設計を含む)業務 別記建築設計等業務委託契

約約款（様式第 12号） 

(4) 工事監理業務 別記工事監理等業務委託契約約款（様式第 13号） 

(その他) 

第 36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 17年 11月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市契約規則(昭和 49年酒田市規則第

6号)又は平田町契約に関する規則(昭和 39年平田町規則第 5号)の規定によりなされた

手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成 18年 3月 31日規則第 19号) 
 

附 則(平成 18年 9月 29日規則第 39号) 



 

この規則は、平成 18年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 12月 25日規則第 48号) 
 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 20年 1月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の酒田市契約規則の規定によりなされた手

続その他の行為は、なお従前の例による。 

附 則(平成 20年 3月 31日規則第 35号) 
 

この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 10月 31日規則第 44号) 
 

この規則は、平成 20年 11月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 3月 31日規則第 9号) 
 

この規則は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 31日規則第 8号) 
 

この規則は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 28日規則第 1号) 
 

この規則は、平成 23年 4月 1日から施行する。ただし、第 6条第 4項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 30日規則第 8号) 
 

この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 29日規則第 26号) 
 

この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 5月 9日規則第 44号) 
 

この規則は、平成 25年 5月 15日から施行する。 

附 則(平成 25年 6月 7日規則第 45号) 
 

この規則は、平成 25年 6月 24日から施行する。 

附 則(平成 26年 3月 31日規則第 13号) 
 



この規則は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 25日規則第 8号) 
 

この規則は、平成 27年 3月 31日から施行する。 

附 則(平成 27年 8月 31日規則第 23号) 
 

この規則は、平成 27年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 29日規則第 17号) 
 

この規則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 3月 31日規則第 16号) 
 

この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 5月 31日規則第 26号) 
 

この規則は、平成 29年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 8月 24日規則第 40号) 
 

この規則は、平成 30年 9月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 11月 13日規則第 41号) 
 

この規則は、令和 2年 12月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 3月 31日規則第 42号) 

この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

様式第 1号(第 4条関係) 

仮契約書 

[別紙参照] 

様式第 2号(第 20条関係) 

一般競争入札参加資格確認申請書 

[別紙参照] 

様式第 3号(第 27条関係) 



競争入札(見積)参加資格審査申請書(物品・役務・賃貸借) 

様式 

[別紙参照] 

様式第 4号(第 27条関係) 

競争入札(見積)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等) 

様式 

[別紙参照] 

様式第 5号(第 27条関係) 

競争入札(見積)参加資格審査申請書(建設工事) 

[別紙参照] 

様式第 6号(第 27条関係) 

指名競争入札参加者登録簿 

[別紙参照] 

様式第 7号(第 34条関係) 

建設工事請負契約書 

[別紙参照] 

様式第 7号の 2(第 34条関係) 

建設工事請負簡易契約書 

[別紙参照] 

様式第 8号(第 34条関係) 

工事請負請書 

[別紙参照] 

様式第 8号の 2(第 34条関係) 

測量・建設コンサルタント等業務委託契約書 

[別紙参照] 



様式第 8号の 3(第 34条関係) 

測量・建設コンサルタント等業務委託請書 

[別紙参照] 

様式第 9号(第 35条関係) 

別記建設工事請負契約約款 

[別紙参照] 

様式第 10号(第 35条関係) 

別記測量等業務委託契約約款 

[別紙参照] 

様式第 11号(第 35条関係) 

別記土木設計等業務委託契約約款 

[別紙参照] 

様式第 12号(第 35条関係) 

別記建築設計等業務委託契約約款 

[別紙参照] 

様式第 13号(第 35条関係) 

別記工事監理等業務委託契約約款 

[別紙参照] 


